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新型コロナウイルスワクチン情報（４月２5日時点）
◆予約（集団接種）・問合先　新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター［受付時間：９：００～１７：００（土・日・祝日除く）］ 
　☎４４－８９７０　 ７６－６７７５　※電話の際は、おかけ間違いのないようお願いします。

QR①↓ QR②↓

〈コロナに関連する相談窓口〉※相談先が分からない場合などは、コロナ総合案内（☎４４－３３２５：企画政策課）まで

＊ ５月末をもって、集団接種会場の規模及び予約枠を縮小していく予定です。 
接種をお考え（ご検討中）のかたは、お早めにご予約ください。

場所 使用ワクチン 予約方法

集団接種（香芝市） 保健センター モデルナ社製
ファイザー社製（※）

電話、ＬＩＮＥまたは
ＦＡＸ（聴覚に障がいのあるかた）

個別接種（医療機関） 各医療機関 ファイザー社製 各医療機関の指定する方法

※１２～１７歳のかたの使用ワクチンは、一律、ファイザー社製となります。

相談内容 連絡先

自宅待機・自宅療養中の�
かたへの支援に関すること

☎７６－２００１
（危機管理課）

コロナワクチン接種に関する
こと

☎７７－３９６５
（保健センター）

生活資金などの困りごとに�
関すること

☎７６－７１０７
（香芝市社会福祉協議会）

相談内容 連絡先

発熱や陽性者との
接触等による感染
への不安や濃厚接
触に関すること

☎０７４２－２７－１１３２　
０７４２－２７－８５６５

（奈良県新型コロナ・発熱患者受診相談窓口）
＊�発熱等の症状があるかたは、まずは�
身近な医療機関に電話相談してください。

感染症に関する
一般的なこと

☎０７４４－４８－３０３７　
０７４４－４７－２３１５

（奈良県中和保健所）
☎０１２０－５６５６５３（厚生労働省）

新型コロナウイルス
に関連した詐欺的
な消費者トラブルに
関すること

☎０１２０－７９７－１８８
（新型コロナ関連詐欺消費者ホットライン）
＊�つながりにくい時間帯は�
「消費者ホットライン☎１８８」まで

「子どもが休校になり困っている」や「税金・社会保険料
が払えない」など、困りごとに対する支援策が探せる「支
援情報ナビ」（内閣官房ホームページ）はこちら　⇒

１2歳以上のかたは、職種や年齢に関係なく、２回目接種より６か月経過で追加接種ができます。

予約を受け付けています。予約方法などは市ホームページ（QR①）、使用するワクチンや効果、
安全性などは、厚生労働省ホームページ（QR②）にてご確認ください。

追加接種と並行し、初回接種の予約も受け付けています。

★副反応や安全性、有効性をご確認の上、接種を前向きにご検討くださいますようお願いします。
　詳しくは、市ホームページ（QR③）にてご確認ください。

◆追加（３回目）接種

◆小児（５～１１歳）接種

◆初回（１・２回目）接種

奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンター（２４時間、土・日・祝日対応可）
☎０１２０－９１９－００３　　  ０７４２－３６－６１０５　　 nara-vaccine@bsec.jp

～県では副反応に関する専用の相談窓口を設けています。心配なことがあれば、お一人で悩まず、ご相談ください。～
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、
ス
イ
ス
出
身
の
国
際
交
流
員
と

し
て
、
講
演
や
学
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訪
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な
ど
を
通

じ
て
、
本
市
の
国
際
交
流
の
推
進
の

た
め
活
動
し
て
い
ま
す
。
今
後
の
予

定
や
活
動
状
況
な
ど
に
つ
い
て
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
公
式
イ

ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
費
用
　
無
料

▼
申
込
・
問
合
先
　
５
月
18
日（
水
） 

ま
で
に
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
ｅ
古
都

な
ら
で
申
込

市
役
所
市
民
協
働
課 

☎
44
―
３
３
１
４

人
権
に
つ
い
て
考
え
る

く
ら
し
を
考
え
る
講
座

▼
回
・
日
時
・
内
容
・
会
場

下
表
の
と
お
り

▼
対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
か
た

▼
定
員
　
各
回
先
着
50
名
（
②
は
先

着
１
５
０
名
）

＊
興
味
の
あ
る
回
に
直
接
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

▼
費
用
　
無
料

☆
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
あ
り

▼
問
合
先
　
市
役
所
市
民
協
働
課
　

☎
44
―
３
３
１
４

国
際
交
流
啓
発
事
業

即
興
劇「
イ
ン
プ
ロ
」の

世
界
に
飛
び
込
も
う
！

▼
日
時
　
５
月
28
日
（
土
）
午
前
10

時
～
正
午

▼
場
所
　
中
央
公
民
館
第
６
研
修
室

▼
対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

（
小
学
生
以
上
）
の
か
た
（
親
子
可
）

▼
定
員
　
15
名

＊
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り

ま
す
。

▼
内
容
　
イ
ン
プ
ロ
（
台
本
な
し
の

劇
）
の
由
来
や
イ
ン
プ
ロ
・
ゲ
ー
ム

（
２
チ
ー
ム
が
い
ろ
い
ろ
な
シ
ー
ン

を
作
り
上
げ
る
試
合
を
装
っ
た
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
）
の
紹
介
と
、
異
文
化

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
応
用
で
き

る
シ
ン
プ
ル
な
イ
ン
プ
ロ
エ
ク
サ
サ

イ
ズ
に
挑
戦
し
ま
す
。
芝
居
の
経
験

は
問
い
ま
せ
ん
。

▼
講
師
　
ク
レ
マ
ン
国
際
交
流
員

＊
講
師
の
ク
レ
マ
ン
・
ト
リ
ス
タ
ン

　
掲
載
内
容
は
４
月
25
日
時
点
の
も

の
で
す
。
今
般
の
感
染
症
の
流
行
状

況
に
よ
り
行
事
が
中
止
や
延
期
と
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
担
当

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、
お
越
し
の
際
は
マ
ス
ク
を
着
用

し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

　所得制限超過のため令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給できなかった
かたを対象に、市独自施策として給付金を支給します。
◆給 付 額：児童１人当たり１０万円　　　　◆申請期限：令和４年６月３０日（木）
◆対 象 者：

１　申請が必要なかた
　　①�令和３年９月３０日時点で本市に住民票があったかたのうち、平成１５年４月２日から平成１８年４月１日生まれの児

童を養育し、所得が児童手当（特例給付）の支給対象となる金額相当のかた
　　②�令和３年９月３０日時点で本市に住民票があったかたのうち、令和３年９月分の児童手当（特例給付）の受給資格

者で公務員のかた
　　③�令和３年９月１日から令和４年３月３１日までに生まれた新生児を養育しているかたのうち、児童手当（特例給付）

の受給資格者で公務員のかた
　　＊申請方法など、詳細は市ホームページ（QRコード）にてご確認ください。

２　申請が不要なかた
　　①令和３年９月分の児童手当（特例給付）の受給資格者で公務員でないかた
　　　→令和４年４月２０日に支給済です。
　　②�令和３年９月１日から令和４年３月３１日までに生まれた新生児を養育しているかたのうち、児童手当（特例給付）

の受給資格者で公務員でないかた→案内文を送付の上、随時支給しています。

◆問合先　総合福祉センター児童福祉課　☎７９－７５２２

子育て世帯への臨時特別給付金（市独自）のご案内

e古都なら

インスタグラム

回 日程 時間 内容 会場

① ６月18日（土）
１３：３０
～１５：１０

男女共同参画について 総合福祉センター２階・多目的ルーム

② ７月9日（土）
１３：３０
～１５：３０

子どもの人権について ふたかみ文化センター1階・市民ホール

③ 8月20日（土）

１３：３０
～１５：１０

犯罪被害者の人権について 総合福祉センター3階・会議室1

④ 10月22日（土） 外国人の人権について 総合福祉センター2階・多目的ルーム

⑤ 12月3日（土） インターネットの人権について 総合福祉センター3階・会議室1

⑥ 令和5年2月4日（土） 自殺予防について 総合福祉センター3階・会議室1
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せ
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談

令和４年度　市民がつくる生涯学習講座
受講生を募集しま

す

＊市内在住・在勤のかたが対象です。
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◆申込・問合先　�６月３日（金）までに、電子申請サービスｅ古都ならで氏名（ふりがな）�
・住所・電話番号・メールアドレス・年齢・学年・受講希望講座（複数申込
可／優先順位）を入力し、お申し込みください。�
＊申込多数の場合は抽選となります（６月１７日ごろ返信予定）。�
市役所生涯学習課　　☎４４－３３３９

市ホームページ⇒

電子申請サービス
e古都なら⇒

講座名 日時 対象・定員 講師 内容 費用

呼動バランス操体【全２回】
①７月２日（土）
②８月６日（土）
１３：１５～１４：４５

大人　２０名 上山貴代美 呼吸を意識しながら動いて、足裏から
体を整えます。 ―

目の疲れと肩こりのツボ講座 ７月３日（日）
１０：００～１１：３０ 大人　２０名 三輪妙子 携帯やパソコン使用による目や肩の疲

れに効くツボ押しを紹介します。 ―

終活の最初の一歩【全２回】
①７月５日（火）
②９月６日（火）
１０：００～１１：３０

大人　２０名 上田剛之 何からすればいい？準備と対策について、
相続と介護、両方の側面からお伝えします。 ―

葉っぱは面白い ７月６日（水）
１０：００～１１：３０ 大人　１５名 矢野学 葉っぱを通して自然を見ます。 ―

もし親に介護が必要になったら ７月１０日（日）
１３：３０～１５：００

３０～５０代のかた
２０名 福田美雪 介護する側だけでなく、介護される側

の心得についてもお話します。 ―

セルフメンタルケア ７月２２日（金）
１３：３０～１５：００ 大人　２０名 野口昌史 自分の目の前で起きる出来事について、その

意味を知り、これから何をすべきかを学びます。 ―

防災ブレスレット講座 ７月２３日（土）
１０：００～１１：３０

小学校高学年以上の子ども
とその保護者　１０組２０名 設樂絵理加 防災や防犯に使える防災ブレスレットを

作ります。 ―

モノとココロの備え講座「自分
で創る自然災害への備え」

７月２６日（火）
１０：００～１１：３０ 大人　３０名 沖本可奈 一人ひとりが自助意識を高めることを目的にそ

れぞれ状況に合った災害時の対策を学びます。
１人
５００円

親子で似顔絵を描いてみよう ７月２８日（木）
１０：００～１１：３０

小学生とその保護者
１０組２０名 河村みどり 親子で顔をじっくり観察して似顔絵を

描きます。 ―

似顔絵を描いてみよう ７月２８日（木）
１３：３０～１５：００ 大人　１０名 河村みどり 似顔絵を描きます。 ―

ドキドキ親子で不思議・夢中・
サイエンス講座

７月３１日（日）
１０：００～１１：３０

小学校６年生までの子どもと
その保護者　１０組２０名 こばしりゆきこ 不思議、なぜ？から始まる探求。お家に

ある物から親子で科学を体験します。
１組
５００円

モノとココロの備え講座「家族
で創る自然災害への備え」

８月２日（火）
１０：００～１１：３０

家族単位　３０名
※家族全員参加可能です 沖本可奈 共助意識を高めるため、家族でそれぞれの

状況に合った災害時の対策を相談します。
１組
５００円

カリンバと太鼓を作ろう ８月３日（水）
１０：００～１１：３０ 小学生　１０名 大橋智子 かまぼこ板、ガムテープの芯などを使っ

て楽器を作ります。 ―

布で作ろう ８月１７日（水）
１０：００～１１：３０ 小学生　２０名 ボランティア

ふれあい手作り
残った端切れや毛糸などを使って小物
を作ります。

１人
１１０円

アイシングクリームの作り方
（①、②どちらかのみ）

①８月１８日（木）
②８月１９日（金）
１０：００～１１：３０

小学生以上の子どもとそ
の保護者　１０組２０名 乾佳子

アイシングクリームの作り方を学びます。
＊�詳しいレシピをお渡ししますが、作品の
持ち帰りはできません。

１組
５００円

夏休み手話にチャレンジ
８月２２日（月）
①１０：００～１１：３０
②１３：３０～１５：００

①小学校低学年　２０名
②�小学校高学年�
～中学生　２０名

香芝市聴覚
障害者協会

あいさつから簡単な会話の手話を学び
ます。 ―

快適な暮らしの片付け術
【全３回】

①９月１日（木）
②９月８日（木）
③９月２２日（木）
１３：３０～１５：００

大人　２０名 村岡香林

片付け方がわからないかたにぜひ聞い
ていただきたい実践型講座です。
①「片付けの基本」　②「困ったときの
片付け知識」　③「片付けと幸せ」

―

楽しく運動の基礎を身につけよう
【全２回】

①９月４日（日）
②１２月４日（日）
１３：１５～１４：４５

年中～小学校６年生
２０名 堂道彰 楽しみながらいろいろな運動にチャレ

ンジして運動の基礎を身につけます。 ―

備えようローリングストック ９月１３日（火）
１０：００～１１：３０ 大人　３０名 山本良子

沖本可奈 災害時の食について学びます。 ―

触育とは？
～子どものツボにふれてみよう！～

９月２５日（日）
１０：００～１１：３０ 大人　２０名 三輪妙子 子どものツボの話をお伝えします。 ―

"憧れ"のネイル体験 ９月２５日（日）
１３：３０～１５：００

小学生とその保護者
５組１０名 河合美都貴 ネイリストになって、お母さん、お父さ

んにネイルしてみよう。
１組
５００円

森の散歩、自然観察会 １０月５日（水）
９：００～１１：３０ １５名 矢野学 二上山麓を歩いて、森を五感で楽しみます。 ―

オリジナルミニノートを作ろう １０月２９日（土）
１０：００～１１：３０

小学生以上の子ども
１０名 北野与志江 １０ページ程で糸とじをし、表紙をつ

けてマイノートを作ります。 ―

あなたの影響本を教えてください １０月２９日（土）
１３：３０～１５：００ １０名 まちライブラリー

＠＆香芝
あなたの人生に影響を与えた本を持ち
寄って、本と自身を語り合います。 ―
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わ
く
わ
く
ド
ロ
ー
ン
・
わ
く

わ
く
サ
イ
エ
ン
ス
講
座

【
わ
く
わ
く
ド
ロ
ー
ン
講
座
】

　
ド
ロ
ー
ン
の
飛
行
を
通
し
て
「
空

間
的
思
考
力
」
を
体
感
し
て
み
よ
う
。

屋
内
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
に
よ
る
操

縦
飛
行
と
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
よ
る

自
動
飛
行
の
体
験
を
し
ま
す
。

○
日
時
　
①
６
月
19
日
（
日
）
、
②

７
月
３
日
（
日
）
　
午
後
１
時
30
分

～
４
時
30
分
（
予
定
）

○
対
象
　
①
②
両
日
に
参
加
で
き
る

市
内
在
住
の
小
学
生
（
４
年
生
以

上
）
と
そ
の
保
護
者

○
定
員
　
５
組
（
親
子
２
名
１
組
）

○
費
用
　
１
組
１
，
０
０
０
円
（
材

料
代
）

○
持
ち
物
　
筆
記
用
具
、
メ
ジ
ャ
ー

（
３
ｍ
以
上
、
用
意
で
き
る
か
た
）
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
保
護
者
で
用
意

で
き
る
か
た
）

【
わ
く
わ
く
サ
イ
エ
ン
ス
講
座
】

　
パ
タ
パ
タ
飛
行
機
を
作
っ
て
飛
ぶ

し
く
み
を
知
ろ
う
。
飛
ぶ
た
め
に
必

要
な
力
（
推
進
力
と
揚
力
）
の
お
話

と
工
作
を
し
ま
す
。

○
日
時
　
７
月
３
日
（
日
）
　
午
前

10
時
～
正
午

○
対
象
　
市
内
在
住
の
小
学
生
以
上

の
子
と
そ
の
保
護
者

○
定
員
　
10
組

○
費
用
　
１
組
５
０
０
円（
材
料
代
）

○
持
ち
物
　
筆
記
用
具
、
定
規
（
30

㎝
）
、
ハ
サ
ミ
、
両
面
テ
ー
プ
（
幅

10
㎜
）
、
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
（
幅
20

㎜
）
、
下
敷
き
（
Ａ
４
サ
イ
ズ
）

▼
場
所
　
中
央
公
民
館

▼
講
師
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
香
芝
わ
く
わ
く
ク

ラ
ブ
メ
ン
バ
ー

▼
主
催
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
香
芝
わ
く
わ
く
ク

ラ
ブ

▼
共
催
　
香
芝
市
中
央
公
民
館

▼
申
込
　
５
月
31
日
（
火
）
午
後
８

時
ま
で
に
（
必
着
）
、
メ
ー
ル
、
ハ

ガ
キ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
窓
口
で
、
講

座
名
・
住
所
・
親
と
子
の
氏
名
（
ふ

り
が
な
）
・
学
年
・
電
話
番
号
を
明

記
し
て
申
込

中
央
公
民
館
　
〒
６
３
９
―
０
２
３ 

１
　
下
田
西
３
―
７
―
５

☎
77
―
４
９
８
１

78
―
４
９
８
１

k
ck

_
k
o
u
za

@
k
a
sh

ib
a
-m

ira
i.

co
m＊

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し
、

当
選
者
の
み
に
後
日
案
内
を
郵
送
し

ま
す
。

＊
電
話
で
の
申
込
は
で
き
ま
せ
ん
。

＊
本
講
座
は
８
月
以
降
に
も
開
催
予

定
で
す
。

▼
問
合
先
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
香
芝
わ
く
わ
く

ク
ラ
ブ
事
務
局
　
平
（
た
い
ら
）

☎
０
９
０
―
３
２
７
５
―
０
９
３
０
、 

０
９
０
―
８
７
５
３
―
４
９
５
２

地域包括支援センターからのお知らせ
＊�相談窓口がわからない場合は、総合福祉センター介護福祉課�
（☎79－ 7521）までお問い合わせください。
＊�申込方法が電話受付の講座については、窓口・郵送での受付は行わ
ないほか、土・日・祝日の受付を行っていません。

＊�各教室は午前８時時点、午後の教室は正午時点で、香芝市に気象警
報が発令されている場合は開催を中止します。

＊感染症予防のため教室が中止になることがあります。
＊�ワクチン接種の有無に関わらず、各教室へは、自宅で必ず検温を行い、平熱
で体調不良がないことをご確認の上、マスクを着用してご参加ください。

わ
く
わ
く
楽ら

く
う
る

（
脳
の
若
返
り
教
室
）

▼
日
時
　
６
月
21
日
（
火
）
午
後
１
時
30

分
～
２
時
30
分

▼
場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
・
多

目
的
室

▼
対
象
　
市
内
在
住
65
歳
以
上
の
か
た

▼
定
員
　
先
着
30
名
（
事
前
申
込
制
）

▼
内
容
　
ヒ
モ
を
使
っ
て
楽
し
く
体
を
動

か
し
ま
し
ょ
う
。

▼
担
当
　
大
和
園
く
う
る

▼
費
用
　
無
料

▼
持
ち
物
　
運
動
し
や
す
い
服
装
、
タ
オ

ル
、
飲
み
物

▼
申
込
・
問
合
先
　
６
月
14
日
（
火
）
午

前
９
時
以
降
、
電
話
に
て
申
込

香
芝
市
西
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
　

☎
71
―
３
２
０
１

地
域
包
括
介
護
予
防
教
室
の

ご
案
内

　
い
き
い
き
と
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
介

護
予
防
の
取
組
に
つ
い
て
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
が
公
民
館
や
集
会
所
な

ど
、
指
定
さ
れ
た
公
共
の
場
所
に
出
向
い

て
お
話
し
ま
す
。

▼
場
所
　
指
定
の
あ
っ
た
公
共
の
場
所

▼
対
象
　
市
内
の
高
齢
者
団
体
や
グ
ル
ー

プ▼
内
容
　
介
護
予
防
の
取
組
な
ど

▼
費
用
　
無
料

▼
申
込
・
問
合
先
　
開
催
予
定
日
1
か
月

前
ま
で
に
、
お
住
ま
い
の
地
区
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
窓
口
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

＊
１
団
体
に
つ
き
年
１
回
限
り
で
す
。

地域包括支援センター 問合先

香芝市中央地域包括支援センター 
（香芝北／香芝中学校区のかた）

☎７９－０８０２ 
＊ 在宅介護支援センターかしの木で
２４時間相談受付が可能 
（相談先：☎７９－６７００）

香芝市西地域包括支援センター 
（香芝西中学校区のかた）

☎７１ー３２０１ 
＊２４時間相談受付が可能

香芝市東地域包括支援センター 
（香芝東中学校区のかた）

☎７１－３１２０ 
＊２４時間相談受付が可能

私
立
学
童
保
育
所
の
開
設

▼
事
業
者
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人

エ
ー
ス

▼
学
童
名
　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
み

の
り

▼
場
所
　
旭
ケ
丘
３
―
３
―
３
　
櫻

井
ビ
ル
２
階
Ｗ
号

▼
入
所
資
格
　
市
内
在
住
の
小
学
生

で
、
保
護
者
が
労
働
な
ど
に
よ
り
不

在
の
た
め
保
育
が
で
き
な
い
家
庭
の

児
童

▼
入
所
期
間
　
令
和
５
年
３
月
31
日

ま
で

▼
開
所
時
間
　

〇
平
日
　
放
課
後
～
午
後
７
時

〇
学
校
休
業
日
（
日
・
祝
日
除
く
）

　
午
前
７
時
30
分
～
午
後
７
時

＊
午
後
６
時
～
７
時
は
延
長
保
育

▼
利
用
料
　
児
童
１
人
に
つ
き
月
額

５
，
０
０
０
円

＊
お
や
つ
代
及
び
教
材
費
、
延
長
保

育
料
は
別
途
必
要

＊
小
学
校
へ
の
バ
ス
の
迎
え
有
り

▼
申
込
・
問
合
先
　
電
話
ま
た
は
メ

ー
ル
に
て
申
込

特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
ー
ス
　

☎
43
―
６
９
１
０

in
fo

@
n
p
o
-a

ce
s.jp
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光化学スモッグ対策について
— 暖かくなるこれからの季節は光化学スモッグにご注意！ —

◆問合先　市役所市民衛生課　☎４４ー３３０６

マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む

「
ふ
れ
あ
い
」
で
す
。

▼
申
込
・
問
合
先
　
５
月
27
日（
金
）

～
６
月
10
日
（
金
）
ま
で
の
間
に
、

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
ｅ
古
都
な
ら

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
で
必
要
事
項
を
入

力
し
、
申
込

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
福
祉
課
　

☎
79
―
７
５
２
２

子
育
て
・
教
育

生
活
・
環
境

お
知
ら
せ

相
　
談

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

子
育
て
・
教
育

令
和
４
年
度
　
就
学
援
助

制
度
に
つ
い
て

　
就
学
援
助
制
度
は
、
学
校
生
活
を

送
る
上
で
必
要
な
費
用
の
一
部
を
市

が
援
助
す
る
制
度
で
す
。
保
護
者
の

申
請
に
基
づ
き
世
帯
全
体
の
前
年
所

得
額
を
基
準
に
、
本
市
教
育
委
員
会

が
判
定
し
ま
す
。
生
活
環
境
の
変
化

な
ど
に
よ
り
今
年
に
入
っ
て
収
入
が

大
き
く
減
っ
た
か
た
も
認
定
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限
　
５
月
31
日
（
火
）

＊
期
限
後
も
申
請
は
で
き
ま
す
が
、

認
定
と
な
っ
た
場
合
、
申
請
月
か
ら

の
支
給
と
な
り
ま
す
。 

▼
申
請
・
問
合
先
　
市
役
所
学
校
教

育
課
　
☎
44
―
３
３
３
５

お
う
ち
の
こ
う
え
ん
行
事

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

▼
日
時
　
６
月
24
日
（
金
）
午
前
10

時
～
11
時
（
10
分
前
受
付
開
始
）

▼
場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階 

・
健
康
増
進
室

▼
対
象
　
市
内
在
住
の
２
～
６
か
月

く
ら
い
ま
で
の
乳
児
と
そ
の
保
護
者

▼
定
員
　
10
組

＊
参
加
は
原
則
１
組
１
回
、
申
込
多

数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

▼
内
容
　
オ
イ
ル
を
使
っ
て
、
赤
ち

ゃ
ん
の
体
を
優
し
く
な
で
る
よ
う
に

「ええもんクルっとコーナー＋(プラス)」について

　まだ使える“食器類”を皆さまから集め、必要とするか
たに差し上げるリユースコーナー「ええもんクルっとコー
ナー」を市役所1階ロビーに常設しています。また、臨時
拡大版となる「ええもんクルっとコーナー+(プラス)」は
市役所南側出入口付近にて、次回5 月 20 日（金）に開催
予定です。
＊混雑を避けるため、終日展示しています。
＊現在、食器類の回収は行っていません。

教えてカッシー！　～光化学スモッグとは～

光化学スモッグによる健康被害を防ぐには

自動車や工場などから排出される窒素酸化物と炭化水素が太陽の強い紫外線を受けると光化学反応が
起き、二次的汚染物質（オゾン、アルデヒド等）が生成されるんだ。これらの二次的汚染物質が、大気中
で拡散されずに滞留すると、上空が霞み、白いモヤがかかったような状態になることがあり、「光化学ス
モッグ」の発生と言われているよ。

光化学スモッグが発生したときは、以下の２点に気を付けましょう。
①屋外での運動は中止し、なるべく外出は控え、屋内に入ること。また、屋内ではなるべく窓を閉めること。
②乳幼児・高齢者・当日体調の悪いかたは特に注意し、室内で過ごすこと。
発生状況については、奈良県の大気環境常時監視システム（QRコード）で確認することができるよ。

光化学スモッグが発生したときは、十分に
注意する必要があること、症状が出た場
合は、適切な行動をとることが大事だね。

公共交通機関を利用し、自動車の使用回
数を減らすことで、光化学スモッグの発生
件数を減らせればいいね。

工場だけでなく、僕たちが普段使う自動車の排気ガスも光化学スモッグ発生の原因
になっているんだね。

光化学スモッグは具体的にいつ発生するのかな、光化学スモッグが発生すると
人体にどんな影響があるのかな。

～発生時期について～
光化学スモッグは、気温が高くて、日差しが強く、
風が弱い日に発生します。特に、これらの気象条件
が重なりやすい夏の日中は発生件数が多くなってい
ます。一方で、紫外線の弱い冬や太陽の出ていない
夜間には発生しません。

～光化学スモッグによる症状～
光化学スモッグが発生した際に起こりうる症状として、目がチカチ
カする、涙が出る、のどが痛むなどが挙げられます。このような症
状が出たときは、速やかに屋内に入り、うがいや水で洗眼し、安静
にしてください。症状が改善しない場合や呼吸困難などの症状が
出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。

きょうちゃん かんちゃん
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一
部
制
度
が
変
わ
り
ま
す

児
童
手
当
制
度

【
現
況
届
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な

り
ま
す
】

　
令
和
４
年
６
月
か
ら
、
次
の
①
～

⑤
に
該
当
す
る
か
た
を
除
き
、
「
児

童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届
」
の
提

出
が
不
要
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
届

出
が
必
要
な
か
た
へ
は
現
況
届
を
５

月
下
旬
ご
ろ
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

期
限
ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

①
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
り
、

住
民
票
の
所
在
地
が
本
市
で
な
い
か

た②
対
象
児
童
の
住
民
票
及
び
戸
籍
が

な
い
か
た

③
配
偶
者
と
離
婚
協
議
中
の
か
た
で
、

同
居
し
て
い
る
父
母
と
し
て
認
定
を

受
け
て
い
る
か
た

④
令
和
３
年
分
以
前
の
現
況
届
を
提

出
し
て
い
な
い
か
た

⑤
そ
の
他
、
市
か
ら
提
出
依
頼
が
あ

っ
た
か
た

＊
児
童
の
養
育
状
況
が
変
わ
っ
た
と

き
な
ど
、
提
出
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
提
出
期
間
　
６
月
１
日
（
水
）
～

30
日
（
木
）
ま
で

＊
郵
送
可

【
所
得
が
基
準
額
以
上
の
世
帯
は
給

付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
】

ウクライナ人道危機救援金の募金箱を設置しています　　　　◆問合先　市役所企画政策課　☎４４－３３２５

　ウクライナでの人道危機対応や避難民を受け入れる国々の救援活動を支援するため、ウクライナ人道危機救援金
の募金箱を設置しています。集まった募金は、日本赤十字社を通じ、ウクライナの支援に役立てていただきます。
皆さまの温かいご支援よろしくお願いします。

◆設置期間：９月３０日（金）まで　　＊�期間を延長しました。
◆設置場所：�市役所本庁舎、総合福祉センター、保健センター、ふたかみ文化センター、�

市民図書館、中央公民館、総合体育館

＊�南都銀行・ゆうちょ銀行等の口座振込により、日本赤十字社へ直接募金�
することも可能です。詳しくは市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

　
所
得
上
限
限
度
額
が
新
設
さ
れ
、

令
和
４
年
10
月
支
給
分
か
ら
、
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
の
所
得
が
所
得

上
限
限
度
額
以
上
の
場
合
、
児
童
手

当
等
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

＊
児
童
手
当
等
が
支
給
さ
れ
な
く
な

っ
た
後
に
所
得
が
所
得
上
限
限
度
額

を
下
回
っ
た
場
合
、
改
め
て
認
定
請

求
書
の
提
出
等
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
変
更
事
項
】

　
令
和
４
年
６
月
以
降
、
次
の
場
合

を
除
き
、
受
給
者
ま
た
は
児
童
の
氏

名
・
住
所
変
更
届
の
提
出
が
不
要
と

な
り
ま
す
。

な
口
座
振
替
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
県
税

：

自
動
車
税
（
種
別
割
）
】

　
納
付
は
、
金
融
機
関
や
県
税
事
務

所
窓
口
、
コ
ン
ビ
ニ
、
ペ
イ
ジ
ー
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ

リ
（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
、
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
）
で
行
え
ま
す
。

＊
詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
に
同
封

の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＊
運
輸
支
局
で
の
住
所
変
更
手
続
き

が
遅
れ
て
い
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

自
動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書
が
届

い
て
い
な
い
場
合
は
、
奈
良
県
自
動

車
税
事
務
所
自
動
車
税
第
一
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

（
市
税
に
つ
い
て
）
市
役
所
納
税
促

進
課
　
☎
44
―
３
３
１
０

（
県
税
に
つ
い
て
）
奈
良
県
自
動
車

税
事
務
所
自
動
車
税
第
一
課
　

☎
０
７
４
３
―
51
―
０
０
８
１

ト
ラ
ク
タ
ー
使
用
時
の

お
願
い

　
泥
の
か
た
ま
り
が
道
路
に
落
ち
る

と
交
通
安
全
の
観
点
か
ら
大
変
危
険

で
す
。
ト
ラ
ク
タ
ー
で
公
道
を
走
行

す
る
際
は
、
事
前
に
機
械
に
つ
い
た

泥
な
ど
を
必
ず
落
と
し
て
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先
　
市
役
所
公
園
道
路
管
理

課
　
☎
44
―
３
３
２
０

①
婚
姻
（
離
婚
）
等
に
よ
り
配
偶
者

を
追
加
（
削
除
）
す
る
場
合

②
対
象
児
童
の
住
民
票
の
所
在
地
が
、

受
給
者
と
異
な
る
場
合

③
そ
の
他
、
市
か
ら
提
出
依
頼
が
あ

っ
た
場
合

　
受
給
者
が
加
入
す
る
年
金
の
種
類

が
変
わ
っ
た
場
合
は
届
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
（
公
務
員
に
な
っ
た
場
合

を
含
む
）
。

＊
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）に
て
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

▼
問
合
先
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

児
童
福
祉
課
　
☎
79
―
７
５
２
２

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）・

自
動
車
税（
種
別
割
）の
納

付
期
限
は
５
月
31
日
で
す

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
・
自
動

車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
に
は
納
税
通
知
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
必
ず
納
期
限
ま
で
に

納
付
し
ま
し
ょ
う
。

【
市
税

：

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
】

　
納
付
は
、
金
融
機
関
や
納
税
促
進

課
（
市
役
所
１
階
）
窓
口
、
ス
マ
ホ

決
済
ア
プ
リ
（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
、
Ｐ
ａ
ｙ

Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
）
、
コ

ン
ビ
ニ
で
行
え
ま
す
。
便
利
で
確
実

扶養親族等の数
所得上限限度額【今回新設】

所得額 収入額の目安

０人 858万円 1，071万円

１人 896万円 1，124万円

２人 934万円 1，162万円

３人 972万円 1，200万円

４人 1，010万円 1，238万円

５人 1，048万円 1，276万円

第４９３号日月年令和４ ５ ６
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イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

子
育
て
・
教
育

生
活
・
環
境

お
知
ら
せ

相
　
談

中
央
公
民
館
貸
館
再
開
の

お
知
ら
せ

　
モ
ナ
ミ
ホ
ー
ル
解
体
工
事
に
よ
る

騒
音
や
振
動
対
策
の
た
め
に
一
部
休

止
し
て
い
た
中
央
公
民
館
の
貸
館
を
、

７
月
１
日
よ
り
全
面
再
開
し
ま
す
。

▼
問
合
先
　
市
役
所
生
涯
学
習
課
　

☎
44
―
３
３
３
９

６
月
１
日
～
７
日
は
水
道
週
間

～
大
切
な
　
水
と
一
緒
に

　
暮
ら
す
日
々
～

　
我
が
国
の
水
道
は
、
今
や
ほ
と
ん

ど
の
国
民
が
利
用
で
き
る
ま
で
に
普

及
し
て
お
り
、
健
康
で
文
化
的
な
国

民
生
活
や
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
経
済
活

動
を
支
え
る
必
要
不
可
欠
な
生
活
基

盤
施
設
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
水
道

に
つ
い
て
皆
さ
ま
に
理
解
と
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、

水
道
週
間
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
き
、
よ
り
質
の
高
い
、

皆
さ
ま
に
信
頼
さ
れ
る
水
道
を
構
築

し
、
安
全
で
良
質
な
水
を
安
定
的
に

供
給
で
き
る
水
道
の
整
備
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
地
震
な
ど
の
災
害
に

強
い
水
道
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

▼
問
合
先
　
上
下
水
道
部
　

☎
76
―
２
３
０
１

創業支援

①創業促進補助金
　市内で新たに創業するかたに、人件費、店舗等借入費、
設備費、広報費に要した経費の５０％（上限１００万円）を
補助します。

◆対象　�４月１８日（月）～令和５年２月２８日（火）までに�
市内で創業するかた

◆申請期限　５月３１日（火）１７：１５（必着）　　
＊事業採択のための審査あり

①設備投資促進補助金
　新規事業活動につながる設備投資を行う市内の中小企業
者を市が支援するもので、５００万円以上の設備投資に対
し、市が投資額の１０％（上限１５０万円）を補助します。

◆対象　�市内に事業所を有する中小企業者

②商品開発・販路開拓等支援事業補助金
　本市の魅力を市内外にPRする事業者に対し、新商品の
開発や販路開拓等に要する経費の５０％（上限２５万円）を
補助します。

◆対象　�市内に事業所を有する中小企業者

③特許等取得支援事業補助金
　市内の中小企業者に対し、特許出願及び実用新案登録出
願に要する経費の５０％を補助します。

〇特許出願：上限２０万円
〇実用新案：上限１０万円
◆対象　市内に事業所を有する中小企業者

②創業支援アドバイザー派遣制度
　創業者の経営課題の解決を図るため、助言などを行う専
門家（中小企業診断士）を無料で派遣します。

◆対象　�市内で創業されて１年未満のかた、�
または市内で創業される具体的な計画を有するかた

＊１回３時間以内（１人につき４回まで）

④環境配慮型企業定着促進補助金
　騒音・振動・悪臭を防止・軽減するための設備投資を
行った市内の中小企業者に対し、市が投資額の２５％（上限
１５０万円）を補助します。

◆対象　市内で製造業を営む中小企業者

⑤中小企業資金融資制度
　取扱金融機関において融資を受ける市内の中小企業や創
業を目指すかたの資金繰りを支援します。

①利子補給　
　固定利率年１．８０％に対し、０．９０％分を補給します。
長期プライムレートの変動により、利率が変わる場合があり
ます。
②信用保証料の補給　
　信用保証料の７割相当分を市が負担します。
◆取扱金融機関　�南都銀行・大和信用金庫・奈良中央�

信用金庫の市内各支店

◆申請・問合先　市役所商工観光課　☎４４－３３１２

中小企業支援

市内商工業の発展、 地域経済の活性化を図るための以下各種支援制度を、 ぜひご活用ください。

＊各制度の詳しい内容については、 市ホームページ （QR コード） をご覧ください。

市内の中小企業・新たな創業を応援します！

＊①～④は令和５年２月２８日までに事業が完了するものに限ります。
＊①と④は併用できません。

第４９３号日月年令和４ ５ ６
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の
機
能
を
持
つ
固
定
電
話
機

①
着
信
時
に
警
告
音
声
を
発
し
、
通

話
中
に
自
動
録
音
す
る

②
迷
惑
電
話
を
判
別
し
て
着
信
拒
否

ま
た
は
警
告
表
示
す
る

③
非
通
知
着
信
に
対
し
て
は
着
信
音

を
鳴
ら
さ
な
い

④
音
声
ア
ナ
ウ
ン
ス
に
よ
る
注
意
喚

起
を
行
う
　

▼
対
象
　
次
の
①
～
④
の
す
べ
て
に

該
当
す
る
か
た

①
満
65
歳
以
上
の
か
た

②
市
内
在
住
で
、
本
市
の
住
民
基
本

台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
か
た

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
か
た

④
暴
力
団
な
ど
に
該
当
し
な
い
か
た

「
防
犯
電
話
購
入
補
助
金
」

を
交
付
し
ま
す

　
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
特
殊
詐
欺

被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
防
犯
機
能
を
備
え
た
電
話
用

機
器
（
防
犯
電
話
）
の
購
入
・
設
置

費
用
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
金
額
　
一
律
５
，
０
０
０
円

＊
防
犯
電
話
購
入
費
及
び
取
付
工
事

費
が
５
，
０
０
０
円
に
満
た
な
い
場

合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

▼
募
集
件
数
　
先
着
30
件
　

▼
募
集
期
間
　
受
付
中
で
す
。
募
集

件
数
に
達
し
次
第
、
終
了
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
機
器
　
次
の
い
ず
れ
か

▼
非
常
時
の
連
絡
先
　

・
大
和
平
野
土
地
改
良
区
　

　
☎
０
７
４
４
―
22
―
２
０
５
２

・ 

奈
良
県
食
と
農
の
振
興
部
農
村
振

興
課
　 

☎
０
７
４
２
―
27
―
７
４
５
２

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

＊
購
入
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
す

で
に
購
入
し
た
も
の
は
補
助
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

＊
１
世
帯
１
台
限
り
で
す
。

＊
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
生
活
安
全
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
役
所
生
活
安
全
課
　

☎
44
―
３
３
０
４

吉
野
川
分
水
の
通
水
が

は
じ
ま
り
ま
す

▼
期
間
　
６
月
１
日
（
水
）
～
９
月

20
日
（
火
）
ま
で

＊
試
験
通
水

：

５
月
９
日
（
月
）

～
18
日
（
水
）

☆
次
の
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

・ 

吉
野
川
分
水
幹
線
水
路
及
び
施
設

へ
立
ち
入
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・ 

水
路
構
造
物
（
特
に
樋
門
、
土
砂

吐
ゲ
ー
ト
、
余
水
吐
ゲ
ー
ト
な

ど
）
に
は
手
を
触
れ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

・ 

水
路
に
ご
み
や
草
木
な
ど
を
捨
て

る
と
通
水
妨
害
と
な
り
、
大
事
故

の
原
因
に
も
な
り
ま
す
の
で
絶
対

に
し
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・ 
通
水
の
期
間
は
、
急
激
な
流
量
の

増
減
が
あ
り
ま
す
の
で
、
十
分
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類

①
購
入
予
定
機
器
の
カ
タ
ロ
グ
ま
た

は
取
扱
説
明
書

②
購
入
予
定
機
器
の
見
積
書
な
ど

③
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

保
険
証
な
ど
）

④
住
民
票
の
写
し

⑤
市
税
の
納
付
を
証
明
す
る
書
類

＊
④
、
⑤
は
申
請
書
内
同
意
欄
へ
の

記
名
に
よ
り
省
略
可

▼
申
込
・
問
合
先
　
申
請
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添

え
て
窓
口
に
て
提
出

＊
申
請
書
類
は
生
活
安
全
課
（
市
役

所
１
階
）
で
配
布
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
か
ら
ダ
ウ

市内２か所の交差点が
「歩車分離式信号機」に変わりました
　車両と歩行者との接触事故を防ぐため、次の２か所の
交差点が「歩車分離式信号機」になりました。

①下田東３丁目交差点
（�道路に設置されているボタンを押したときのみ青に変わ
る「押しボタン式」）

＊�「歩車分離式信号機」は、車両の通過と歩行者の横断
が交わらないよう、青信号の時間帯を分離し、歩行者
が安全に横断できるよう配慮した信号機です。

◆問合先　市役所生活安全課　☎４４－３３０４

②真美ヶ丘西小学校北西側の交差点

優
良
運
転
者
等
表
彰
式

　
自
動
車
運
転
者
の
交
通
マ
ナ
ー
向

上
を
図
る
た
め
、
今
秋
に
優
良
運
転

者
等
表
彰
式
を
行
い
ま
す
。
表
彰
に

該
当
さ
れ
る
か
た
で
希
望
さ
れ
る
か

た
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間
　
５
月
９
日
（
月
）
～

31
日
（
火
）
ま
で

＊
受
付
は
月
～
金
曜
日
（
祝
・
休
日

除
く
）
の
午
前
８
時
30
分
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時

▼
表
彰
資
格

・ 

香
芝
警
察
署
管
内
に
住
所
が
あ
り
、

運
転
免
許
証
を
保
有
し
て
い
る
か
た

・ 

自
動
車
、
二
輪
車
等
の
運
転
を
継

続
し
て
い
る
か
た

▼
表
彰
の
種
類

〇
ベ
ス
ト
ド
ラ
イ
バ
ー
顕
彰

→
上
級
顕
彰
受
賞
後
１
年
以
上
経
過

し
、
10
年
以
上
の
期
間
無
事
故
・
無

違
反
で
あ
る
こ
と

〇
緑
十
字
銅
章
・
近
畿
交
通
栄
誉
章

→
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い▼
申
請
・
問
合
先
　
香
芝
警
察
署
交

通
課 

☎
71
―
０
１
１
０

第４９３号日月年令和４ ５ ６
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イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

子
育
て
・
教
育

生
活
・
環
境

お
知
ら
せ

相
　
談

焼
却
行
為
か
ら
の
火
災

が
多
発

　
焼
却
行
為
か
ら
の
火
災
が
、
令
和

３
年
は
１
１
９
件
、
令
和
４
年
に
入

り
36
件
発
生
し
て
い
ま
す
（
２
月
28

日
現
在
）
。

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
空
気
が
乾
燥

し
、
強
風
が
吹
く
気
象
条
件
に
加
え
、

枯
葉
や
枯
草
な
ど
に
火
が
着
き
や
す

い
状
況
が
続
く
こ
と
か
ら
、
屋
外
で

の
火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

・ 

焼
却
す
る
場
合
は
消
火
用
具
を
焼

却
前
に
確
実
に
準
備
す
る

・ 

乾
燥
注
意
報
発
表
時
、
強
風
時
は

焼
却
行
為
を
し
な
い

・ 

一
度
に
多
量
の
焼
却
は
、
延
焼
拡

大
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
避
け
る

・ 

焼
却
行
為
中
は
そ
の
場
を
離
れ
な

い
。
離
れ
る
と
き
は
、
火
が
完
全

に
消
え
た
こ
と
を
確
認
す
る

・ 

焼
却
行
為
を
実
施
す
る
際
は
「
火

災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
又
は
火
災

を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の

届
出
書
」
を
提
出
す
る
　

＊
例
外
を
除
き
「
野
焼
き
」
は
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
問
合
先
　
香
芝
消
防
署
予
防
課

☎
76
―
４
１
１
９

◆申請・問合先　市役所都市計画課　☎４４－３３１５

　本市では、住宅耐震化啓発支援事業として、地震に強いまちづくりの推進に向け、無料耐震診断及び耐震改修
工事・耐震シェルター設置工事補助事業、ブロック塀等撤去工事補助事業を実施しています。また、空き家対策
の一環として、空き家等の除却を促進し、市民の安全・安心を確保するため、また、空き家等を活用し、地域の
活性化に資するため、空家等対策推進支援事業（除却・利活用）を実施しています。
＊各事業について、受付初日（５月１６日）に申込多数の場合はその場で抽選を行い決定します。
＊詳細は市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

都市計画課から補助事業のお知らせ

事業名・募集期間 内容 対象住宅・要件 ホーム
ページ

無料耐震診断

５月１６日（月）から
１２月２８日（水）まで

木造住宅の耐震化を促進させるため、
無料耐震診断を実施します。（５件）

昭和５６年５月３１日以前に着工さ
れた在来軸組工法の木造住宅である
一戸建住宅等（2階建て及び延べ面
積２５０㎡以下）など

耐震改修工事
補助事業

５月１６日（月）から
１０月３１日（月）まで

耐震診断の結果、耐震改修工事の
必要があると判定された住宅に対
して、耐震改修工事費用を最大
１００万円（１件）もしくは５０万
円（１件）補助します。

昭和５６年５月３１日以前に着工さ
れた木造の一戸建住宅等で、耐震診
断の結果が構造評点１. ０未満であ
り、かつ耐震改修工事により１. ０
以上となるものなど

耐震シェルター
設置工事補助事業

５月１６日（月）から
１１月３０日（水）まで

地震による住宅の倒壊の被害から市
民の命を守るため、対象要件を満た
した耐震シェルター設置工事に対し
て、工事費用を最大５０万円（１件）
もしくは２５万円（１件）補助しま
す。

昭和５６年５月３１日以前に着工さ
れた木造の一戸建住宅等で耐震診断
の結果が構造評点１. ０未満など

ブロック塀等撤去
工事補助事業

５月１６日（月）から
１２月２８日（水）まで

危険なブロック塀等の撤去工事を促
進させるため、対象要件を満たした
ブロック塀等の撤去工事に対して、
工事費用を最大１０万円補助しま
す。（５件程度）

道路からの高さが６０㎝以上で、道
路境界までの水平距離より高いも
の、撤去工事後の道路からの高さが
すべて６０㎝未満になるものなど

空家等対策推進
支援事業

５月１６日（月）から
１１月３０日（水）まで

空き家対策の一環として、空き家等の
除却を促進し、市民の安全・安心の確
保を図るため、また、空き家等を活用
し、地域の活性化に資する用途に供す
るため、その除却及び改修等に要する
経費の一部を補助します。
・除却：２件
・利活用：１件

【除却】
・倒壊等の恐れのある不良住宅　
・�空き家住宅または空き建築物で地
域活性化のために10年以上活用な
ど

【利活用】
・�空き家住宅及び空き建築物で地域
活性化のために 10 年以上活用な
ど

奈良県広域消防組合
ホームページ

第４９３号日月年令和４ ５ ６
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▼
申
請
・
問
合
先
　
次
の
も
の
を
窓

口
に
て
提
出

〇
出
産
前
に
届
出
す
る
場
合

：

①
本 

人
確
認
書
類
、
②
母
子
健
康
手
帳
な

ど
出
産
予
定
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

〇
出
産
後
に
届
出
す
る
場
合

：

①
本 

人
確
認
書
類
、
②
母
子
健
康
手
帳
・

出
生
届
受
理
証
明
書
・
戸
籍
謄
本
な

ど
出
産
日
及
び
身
分
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

〇
死
産
等
の
場
合

：

①
本
人
確
認
書 

類
、
②
母
子
健
康
手
帳
・
死
産
証
明

書
・
死
胎
埋
火
葬
許
可
証
な
ど
死
産

等
の
日
及
び
身
分
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

＊
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
届

出
可
能
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料

産
前
産
後
期
間
の
免
除

制
度

　
「
保
険
料
が
免
除
さ
れ
た
期
間
」

も
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ

れ
る
制
度
で
す
。

▼
免
除
期
間
　
出
産
予
定
月
ま
た
は

出
産
月
の
前
月
か
ら
4
か
月
間
（
多

胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
月
ま

た
は
出
産
月
の
３
か
月
前
か
ら
６
か

月
間
）

＊
妊
娠
85
日
以
上
の
出
産
が
対
象

（
死
産
・
流
産
・
早
産
を
含
む
）

▼
対
象
　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
で
、
出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１

日
以
降
の
か
た

市
役
所
生
涯
学
習
課
　

☎
44
―
３
３
３
９

か
た

①
今
年
20
歳
を
迎
え
、
本
市
に
住
民

登
録
の
あ
る
か
た
、
ま
た
は
19
歳
以

上
21
歳
以
下
の
か
た
で
市
内
の
小
中

学
校
を
卒
業
し
た
か
た
（
高
校
生
を

除
く
）

②
平
日
の
夜
に
５
回
程
度
開
催
す
る

実
行
委
員
会
及
び
式
典
前
日
・
当
日

の
準
備
・
リ
ハ
ー
サ
ル
な
ど
に
参
加

で
き
る
か
た

▼
定
員
　
15
名
程
度

▼
内
容
　
式
典
の
企
画
運
営
、
司
会
、

記
念
品
の
選
定
及
び
授
受
、
そ
の
他

（
受
付
、
誘
導
な
ど
）
　

▼
申
込
・
問
合
先
　
電
子
申
請
サ
ー

ビ
ス
ｅ
古
都
な
ら

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

で
申
込

・
大
和
高
田
年
金
事
務
所
　

　
☎
22
―
３
５
３
１

・
市
役
所
市
民
課
　

　
☎
44
―
３
３
０
２

企
画
、運
営
を
し
ま
せ
ん
か

令
和
５
年「
二
十
歳
を

祝
う
会
」（
旧
成
人
式
）

　
本
市
の
式
典
は
、
毎
年
実
行
委
員

が
企
画
段
階
か
ら
携
わ
り
、
受
付
や

司
会
進
行
な
ど
の
運
営
を
行
っ
て
い

ま
す
。
今
年
も
実
行
委
員
を
募
集
し

ま
す
の
で
、
お
友
達
も
一
緒
に
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

▼
募
集
期
限
　
６
月
17
日
（
金
）
午

後
５
時

▼
対
象
　
次
の
①
・
②
に
該
当
す
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド 

受
取
臨
時
窓
口
の
開
設
日

＊
必
ず
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ

い
（
代
理
人
に
よ
る
受
取
不
可
）。

〇
日
時
　
５
月
29
日
（
日
）

午
前
９
時
～
正
午

〇
場
所
　
市
民
課
（
市
役
所
１

階
）

＊
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

〇
問
合
先
　
市
役
所
市
民
課
　

☎
44
―
３
３
０
２

自　治　会　名 会　長　名

五位堂自治会 小　川　　　隆

鎌田自治会 石　田　宏　一

良福寺自治会 藤　田　治　嚴

東良福寺自治会 髙　岡　清　六

南良福寺自治会 辻　野　智　子

別所自治会 岸　本　逸　男

瓦口自治会 南　浦　宗　和

真美ヶ丘自治会 小　野　　　勉

真美ヶ丘６・７丁目団地自治会 山　内　正　子

下田地区自治会 森　田　充　紀

西真美自治会 成　井　登喜雄

逢坂自治会 小　川　常　弘

狐井自治会 芳　林　朝　夫

北今市自治会 中　村　昌　平

五ヶ所自治会 山　下　善　敏

畑藤山二丁目自治会 増　田　安　宏

すみれ野自治会 土　井　俊　介

藤山一丁目自治会 髙　橋　勇　生

はたふじ会自治会 松　下　　　守

磯壁自治会 辻　本　博　一
畑自治会 川　﨑　幸　三
穴虫西自治会 船　木　克　容

穴虫二上自治会 𠮷　田　文　亮
関屋自治会 堀　川　和　行

田尻自治会 和　田　一　郎

衹園荘自治会 西牟田　雄　二

関屋近鉄住宅地自治会 木　原　敏　洋

せきや青葉台自治会 辻　本　淳　一

高山台自治会 藪　　　　　舞

あしびハイツ自治会 長　岡　和　真

関屋桜が丘自治会 村　田　道　雄

晴実台自治会 石　﨑　祐　介

高自治会 喜　夛　成　典

上中自治会 黒　松　　　健

畑ノ浦自治会 米　村　秀　一

今泉自治会 畑　中　清　昭
下寺自治会 𠮷　川　元　通
平野自治会 中　西　茂　雄

尼寺自治会 𠮷　川　繁　孝
白鳳台自治会 高　橋　　　進

旭ヶ丘自治会 寺　地　廣　和

香芝・旭ヶ丘ニュータウン自治会 小　林　泰　史

共栄藤山台自治会 古　賀　大　幹

日生香芝南住宅自治会 廣　瀬　克　己

松ヶ丘自治会 岡　﨑　業　実

泉台自治会 中　谷　　　彪

さくら坂自治会 金　山　　　剛

令和４年度自治会長名簿
令和４年４月２２日現在

第４９３号日月年令和４ ５ ６
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イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

子
育
て
・
教
育

生
活
・
環
境

お
知
ら
せ

相
　
談

人
工
肛
門・人
工
膀
胱

オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
か
た

の
個
別
相
談
会

【
奈
良
市
開
催
】

〇
日
時
　
５
月
17
日
（
火
）
午
前
９

時
～
正
午

〇
場
所
　
奈
良
県
文
化
会
館
（
奈
良

市
登
大
路
町
６
―
２
）

【
橿
原
市
開
催
】

〇
日
時
　
５
月
21
日
（
土
）
午
前
９

時
～
正
午

〇
場
所
　
奈
良
県
社
会
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー
（
橿
原
市
大
久
保
町
３
２
０

―
11
）

▼
対
象
　
県
内
在
住
の
オ
ス
ト
メ
イ

ト
（
人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱
）
の
か

た▼
内
容
　
１
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
悩

み
・
苦
労
な
ど
を
相
談
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
員
　
専
門
看
護
師
、
支
部
役

員
（
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
）
、
ス
ト
ー

募
集
し
ま
す

奈
良
県
広
域
消
防
組
合

消
防
職
員【
前
期
】

　
令
和
５
年
４
月
１
日
採
用
予
定
の 

消
防
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
区
分
　
大
卒
、
短
大
卒
、
救 

命
士
区
分

＊
詳
し
く
は
５
月
下
旬
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
に
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
合
先
　
奈
良
県
広
域
消
防
組

合
消
防
本
部
人
事
企
画
課
人
事
係

☎
０
７
４
４
―
20
―
１
１
１
９

マ
装
具
業
者
（
製
品
展
示
）

▼
費
用
　
無
料

▼
問
合
先
　
公
益
社
団
法
人
日
本

オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
奈
良
県
支
部
（
担

当

：

川
崎
）

☎
０
９
０
―
２
１
１
０
―
５
０
３
２

就
学
相
談

　
来
年
度
就
学
の
幼
児
・
児
童
で
市

内
小
・
中
学
校
の
特
別
支
援
学
級
入

級
や
県
立
特
別
支
援
学
校
就
学
を
希

望
さ
れ
る
か
た
の
就
学
相
談
を
実
施

し
ま
す
。

＊
来
年
度
か
ら
特
別
支
援
学
級
に
途

中
入
級
を
希
望
さ
れ
る
か
た
も
対
象

で
す
。

　
所
属
さ
れ
て
い
る
保
育
所
・
幼
稚

園
・
小
学
校
な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
受
付
期
間
　
５
月
６
日
（
金
）
～

25
日
（
水
）
ま
で

▼
問
合
先
　
市
役
所
学
校
支
援
室
　 

☎
44
―
３
３
３
４

人権４コマまんが

相談コーナー相談コーナー
相談名 相談内容 開催日 ・時間 場　所 担当 ・問合先など

法律相談
（自治体内弁護士）

生活全般に関すること
（�相談内容が利益相反
となる場合を除く）

毎月第２・４水曜日
１３：３０～１７：００�
(１人につき２５分）

市役所会議室棟
予約制（相談日当日８：３０より電話受付）・先
着８名
◆総務課　☎４４―３３３３

法律相談�
(�中南和法律相談
センター)

生活全般に関すること
毎月第１・３金曜日�
１３：００～１６：００�
（１人につき３０分）

市役所会議室棟
予約制（２週間前より電話受付）・定員６名�
◆奈良弁護士会　☎０７４２―２２―２０３５

女性法律相談
女性特有の生活全般に
関すること

毎月第４木曜日
１３：30～１６：３０�
（１人につき３０分）

市役所会議室棟
予約制(１か月前より電話・窓口で受付)・先着
６名(女性限定)・女性弁護士による相談
◆市民協働課　☎４４―３３１４

行政相談 行政に関すること
毎月第１水曜日
９：００～１５：００

総合福祉センター ◆総務課　☎４４―３３３３

税相談 税全般に関すること
毎月第３木曜日（2・３月除
く）１３：００～１６：００

市役所会議室棟
先着６名（当日正午より会議室棟にて受付）
◆主催：近畿税理士会葛城支部　☎２２－５２８８

市税夜間納付相談
市税の納付全般に関す
ること

月の最終平日
１７：１５～１９：３０

市役所納税促進課 ◆納税促進課　☎４４―３３１０

保険料夜間納付�
相談

国保・介護・後期保険料
の納付相談に関すること

月の最終平日
１７：１５～１９：３０

総合福祉センター ◆保険料収納課　☎４３―７１０９

開催日が祝・休日・年末年始 （１２月２９日～１月３日） の
場合は休みとなります。 詳しくは、 事前に電話で確認して
ください。 感染症の状況により、中止となる場合があります。
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たばこは市内で買いましょう

相談名 相談内容 開催日・時間 場　所 担当・問合先など

人権相談 人権全般に関すること
毎月第１水曜日
９：００～１５：００

総合福祉センター
当日直接会場で受付（電話予約不可）�
◆市民協働課　☎４４―３３１４

女性の再就職準備
相談窓口

再就職を目指す女性の
ための就職相談

毎月第２火曜日�
９：３０～１２：３０

市役所会議室棟
予約制（前日までに電話受付）・先着３名
◆奈良県女性の再就職準備相談窓口�
☎０７４２―２４―１１５０

�身体障がい者�
相談

身体障がい者の日常に
おけるさまざまな相談

毎月第２水曜日�
１３：３０～１５：３０

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６―７１０７

精神保健福祉相談
精神保健福祉に関する
こと

毎月第２・４火曜日�
１３：００～１６：００

総合福祉センター
予約制�
（平日９：００～１７：００までに電話受付）�
◆生活支援センターなっつ　☎２３―７２１４

障がい児相談支援
障がい児通所支援に関
する相談

月～金曜日�
１０：００～１６：３０

総合福祉センター
予約制（前日までに電話受付）�
◆社会福祉協議会　☎７９―７５２９

�すこやか�
育児相談

育児相談
（�まずは電話でご相談く
ださい）

第１～４月曜日�
１０：００～１１：３０

みつわ保育所 ◆みつわ保育所　☎７７―２１８４

第１～４火曜日�
１０：００～１１：３０

若葉保育所 ◆若葉保育所　☎７７―２７５８

第１～４金曜日�
１０：００～１１：３０

五位堂保育所 ◆五位堂保育所　☎７７―２０２３

第１～４土曜日�
１０：００～１１：３０

二上・�
真美ヶ丘保育所

◆二上保育所　☎７７―２９４４�
◆真美ヶ丘保育所　☎７６―４７７７

家庭児童相談
児童全般の相談に関す
ること

月～金曜日�
９：００～１７：００

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９―７５２２

ひとり親相談
ひとり親家庭の相談に
関すること

月～金曜日�
９：００～１７：００

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９―７５２２

子育て・虐待悩み
の相談

子育てや虐待の相談に
関すること

月～金曜日�
８：３０～１７：１５

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９―７５２２

不登校電話相談
児童・生徒の不登校に
関すること

毎月第１・３水曜日�
９：００～１２：００

（電話のみ） ◆学校支援室　☎４４―３３３４

教育相談
園児・児童・生徒の園・
学校生活に関すること

月～金曜日�
８：３０～１７：１５

市役所学校支援室
（学校のこと）◆学校支援室　�
☎４４―３３３４

市役所こども課
（園のこと）◆こども課　☎４４―３３３６
＊事前にご連絡ください

子ども・若者（ニー
ト・ひきこもり）支援
相談

生きづらさを感じている
ひきこもりやニートなど
の子ども・若者の相談
ができる窓口

月～金曜日�
８：３０～１７：１５

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６―７１０７

消費生活相談 消費生活に関すること

毎週月～水・金曜日�
１０：００～１２：００�
１３：００～１５：００

市役所　
消費生活センター

◆相談窓口　☎４４―３３１３�
◆問合先　商工観光課　☎４４―３３１２

毎週木曜日�
１０：００～１２：００�
１３：００～１５：００

広陵町役場
安全安心課内

◆広陵町安全安心課　☎５５―１００１

�心配ごと相談
日常生活においての相
談ごと

毎月第１水曜日�
９：００～１５：００

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７９―５８５８
毎月第３水曜日�
９：００～１２：００

ボランティア活動
相談

ボランティアに関する相
談・紹介・登録

月～金曜日�
９：００～１６：００

総合福祉センター ◆ボランティアセンター　☎７６―７１７９

くらし・しごと�
相談

生活・仕事・ひきこもり
などに関する困りごと

月～金曜日�
８：３０～１７：１５

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６―７１０７

空き家相談 空き家に関する相談
月～土曜日�
９：００～１７：００

（電話のみ）
◆ＮＰＯ法人空き家コンシェルジュ�
☎０７４４―３５―６２１１

若者自立相談

仕事に就くのが不安・
自立のためのサポート
が必要な若者への就労
支援

毎月第２・４木曜日�
９：００～１２：００

総合福祉センター

事前予約優先（平日・土曜９：００～１８：００まで
に電話受付）�
◆若者サポートステーションやまと�
☎０７４４―４４―２０５５
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https://www.lics-saas.nexs-service.jp/kashiba-city/

★市民図書館情報★
ブックポストには、 返却する本だけを入れてください。

スマートフォン用
かしば電子
図書館 ☎７７－１６００（ふたかみ文化センター３階）

〒６３９－０２４３　藤山 1 －１７－１７

★都合により内容が一部変更になる場合がありますのでご了承ください。

ふたかみ文化センターからのお知らせ

◆申込・問合先　�ふたかみ文化センター�・�二上山博物館�
〒６３９－０２４３　藤山１－１７－１７　☎７７－１０００（ふたかみ文化センター）、☎７７－１７００（二上山博物館）�
�info@kashiba-mirai.com　＊申込受付は、９：００～２０：００（毎月第１月曜日の休館日と臨時休館日を除く）

HP
★LINE公式アカウント★
QRコードを読み取り
【友だち追加】＠987aygpi

　音
おと

登
と

夢
む

（ヴァイオリン＆チェロ）と高橋美輪�
（ピアノ）がエスコートする音楽による世界旅
行です。“Bon�Voyage�!�”

◆日時　６月１８日（土）
　　　　１４：００開演
　　　　（３０分前開場）
◆定員　１５０名
＊感染症の流行状況により増減あり
◆入場料　前売り1,000円　当日1,500円
＊前売り券で満席の場合、当日券はありません。
◆申込　�電話またはふたかみ文化センター窓口

にて申込

◆講師　塚口義信氏（堺女子短期大学名誉学長・名誉教授）
◆日時　5月１７日（火）�１４：００～１６：００
◆場所　ふたかみ文化センター１階・市民ホール
◆定員　先着１４０名（事前予約制）�◆費用　３００円（友の会会員は無料）
◆申込　氏名・住所・年齢・電話番号を明記し、ＦＡＸ、メールまたは
　　　　二上山博物館受付カウンターにて申込　　
☎７７ー１７００　 ７７ー１６０１　 infomuseum@kashiba-mirai.com

5月１５日（日）は「国際博物館の日」のため、終日入館無料となります。
皆さまのご来館をお待ちしています。

世界の音楽コンサート 古代史講座『平野塚穴山古墳の被葬者を推理する』

二上山博物館　入館無料のご案内

お願い
ワクチン接種の有無にかかわらず、事前の検温や体調確認、館内でのマスク着用や控え目な会話、
利用前後の手洗い・手指消毒などをお願いします。

＊場所は、図書館視聴覚室です。
＊各行事１５分前から受付します。開始10分後に参加者がいない場合は、中止となることがあります。
＊受付時点で定員に達していた場合、その回には参加できません。

※ 返却期限をお守りください・・返却期限を過ぎてもなお一定期間、図書などを返却されない場合、新たな貸出・予約
受付などを停止しますので、ご注意ください。

今月の展示

◆レファレンスってどんなもの？
～事例の紹介～

（�「令和３年度レファレンス協同
データベース事業企画協力員賞」
受賞記念）

開館カレンダー

＊今月のピックアップ＊
香芝市民図書館は、国立国会図書館よりレファレンス協同データベース事業において「企画協力員賞」をいただきました。
レファレンスとは、司書が図書館の本などを使って調べものをお手伝いするサービスです。
「○○さんの本はありますか？」といった探し物から「××について、役立つ本はありますか？」という相談まで、お気軽
にご利用ください（電話での質問も可能です）。過去には「二上山の形について、どうなっているのか地図を見てみたい」
や「キクイモの調理法が載っている本はないか？」などの質問が寄せられました。

★�サービスの概要や過去の事例等、詳しくはホームページ（QRコード）�
をご覧ください。

イベント

イベント 日程 時間 対象 定員（先着）

えほんたいむ ５／２７（金）
６／１０（金）

１回目：１０：３０～１０：５０
２回目：１１：１５～１１：３５

０～２歳児の親子 各回５組

おはなし会 ５／２８（土） １５：００～１５：３０ ３歳以上 １０名

大人のためのちいさな朗読会 ５／２７（金） １３：３０～１４：１０ 一般 ９名

市民図書館HP
調査相談ページ

国立国会図書館
レファレンス協同データべース
当館事例のページ
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保健センターからのお知らせ
●申込・問合先　保健センター
　〒６３９－０２５１　逢坂１－５０６－１
　☎７７－３９６５

＜共通事項＞
◆保健センターへお車でお越しの際は、駐車台数に限りがありますので、ご注意ください。
◆�感染症予防や気象警報など状況によっては行事を中止、変更、延期することがありますので、市ホームページでご確認いた
だくか、保健センターまでお問い合わせください。
◆�ワクチン接種の有無に関わらず、教室など参加時はマスクの着用など、感染症対策にご協力をお願いします。

令和4年4月1日より、多胎妊婦のかたへの妊婦健康診査助成回数を従来の14回から19回に拡充しました。
◆対象　本市に住民票があり、令和4年4月1日以降に妊婦健康診査を受診される多胎妊婦のかた
＊詳しくは保健センターまでお問い合わせください。

多胎妊婦のかたへのお知らせ

集団がん検診のお知らせ

集団がん検診の予約を５月１３日（金）から開始します
◆場　　所�：�保健センター
◆定　　員�：�約８０名（各日）　
◆申込方法�：�Wｅｂ予約（ＱＲコード）、または電話・窓口にて申込

＊自覚症状がある場合は検診ではなく、医療機関を受診してください。

・�市民税非課税世帯及び生活保護法による被保護世帯のかたは検診料が無料になりますので、
事前に保健センターで手続きしてください。７０歳以上のかたは、手続き不要で無料になり
ます。
・詳しくは市ホームページをご覧いただくか、保健センターまでお問い合わせください。

時間予約制
セット検診実施中！

月 6 7 10 11 12 1 2 3

日 14 19 26 16 17 9 24 13 31 26 10

曜日 火 日 火 日 月 水 木 火 火 日 金

検診
種類

対象�/�料金 午
前
午
後
午
前
午
後
午
前
午
前
午
後
午
前
午
後
午
前
午
後
午
前
午
前
午
後
午
前
午
後
午
前
午
後
午
前
午
後

胃がん
(バリウム)

３５歳以上/1,000円
令和3年度に胃カメラ検
査を受けていないかた

〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

結核・
肺がん

２０歳以上/300円
（�痰の検査500円�条件
有）

○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ 〇 ○

乳がん
(マンモグ
ラフィ)

40～49歳/2,500円
50歳以上/2,000円
令和3年度に受けてい
ないかた

〇 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○

子宮がん
(頸部のみ)

２０歳以上/700円
令和3年度に受けていな
いかた

〇 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○
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行事／対象・定員 実施日時・場所 申込方法 内容・注意事項など

骨密度測定
２０歳以上のかた
１００名

６／３（金）
９：００～
保健センター

電話または窓口にて
受付中（時間予約制、
先着順）

・かかとで骨の量を測定

ストレッチを楽しもう
各日１４名

①６／３（金）
１０：００～１１：００
②６／２１（火）
１４：００～１５：００
保健センター

５／１６（月）から
電話または窓口にて
申込（先着順）
＊�５月に参加される
かたは、開催日の一
週間前時点で空き
がある場合を除き、
申込できません。

・�①はエアロビクスの要素を取り入れ音楽に合
わせて速いテンポで行うストレッチ、②はい
すに座って行うストレッチ
・持ち物：タオル、飲み物
・動きやすい服装、運動靴

健康体操教室
各時間帯１４名

６／２７（月）
①９：２０～�②１０：２０～
保健センター

５／１６（月）から
電話または窓口にて
申込（先着順）

・持ち物：タオル、飲み物
・動きやすい服装、運動靴
＊①、②いずれか一方の申込

体力測定
２０歳以上のかた
各時間帯１０名

６／２４（金）
①９：５０～�②１０：５０～
保健センター

電話または窓口にて
受付中（先着順）

・�バランス能力、瞬発力、柔軟性、下肢筋力な
どを測定
・結果は後日郵送
・�持ち物：タオル、飲み物、健康手帳（お持ち
のかた）
・動きやすい服装、運動靴
＊①、②とも同じ内容

かしば健康アップ教室
２０歳以上
１４名

６／１３（月）
１０：００～１１：００
保健センター

５／１６（月）から
電話または窓口にて
申込（先着順）

・リズムに合わせた筋トレ
・持ち物：タオル、飲み物
・動きやすい服装、運動靴

心の健康相談室についてのお知らせ

予防接種についてのお知らせ

定例行事のお知らせ

休日相談を実施します
臨床心理士によるカウンセリング・発達相談を実施します。
◆日時�：�６月１９日（日）①９：００～　②１０：４５～� ◆場所�：�保健センター３階・心の健康相談室
◆対象�：�市内在住・在勤で平日利用が困難な成人のかた
◆定員�：�各時間帯２名（先着順）� ◆料金�：�２，０００円（＊）
＊生活保護法による被保護世帯のかた、障害者手帳（身体・療育・精神）をお持ちのかたは無料です。
◆申込�：�電話（☎４３－５５８６）にて申込受付中。

～成人の風しん抗体検査と予防接種～
対象のかたは、無料で風しん抗体検査（１回）を受けることができます。また、検査の結果、十分な量の抗体が確認されなか
ったかたは、無料で予防接種も受けることができます。

◆対　　象�：��検査及び接種時点で本市に住民票のある昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性で、�
次の①～③のいずれにも該当しないかた�
①風しんにかかった証明書がある�
②平成２６年４月以降に風しん抗体検査を受け、陽性の記録がある、もしくは令和元年度以降に�
　クーポン券を使用して抗体検査を受けている�
③過去に風しんの予防接種を受け、かつその記録がある�
＊本市へ転入されたかたで、前住所地で受けたかたは対象外です。

◆注意事項�：��対象者には無料クーポン券を７月ごろに発送予定です。届くまでに検査を受ける
かたは前年度のクーポン券を使用することも可能です。紛失・転入などの理由に
よりお持ちでないかたは、保健センターまでご連絡ください。

接種期限
令和５年３月末
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小型家電・インクカートリッジ・家庭用パソコン回収のご案内

◆問合先　市役所市民衛生課　☎４４ー３３０６

◆使用済み小型家電の回収　平成３０年１１月より、以下の品目を対象に回収を行っています。

◆使用済みインクカートリッジの回収
　令和４年４月より回収を行っています。

【回収ボックス設置場所】
・市役所１階出入口付近
・総合福祉センター１階
  出入口付近

【対象品目】
・携帯電話 /ＰＨＳ/ スマートフォン・タブレット端末・デジタルカメラ
・ビデオカメラ・音楽プレイヤー・携帯ラジオ・ＩＣレコーダー
・ハードディスク/USB・電子辞書・電卓・ゲーム機（卓上型 / 携帯型）
・ノートパソコン・ルーター・延長コード
・これらの付属品（リモコン、AC アダプタなど）

【回収ボックス設置場所】
市民衛生課窓口（市役所１階）

【対象品目】
全メーカー

◆家庭用パソコンの回収　令和２年１２月より回収を行っています。

【協力事業者による回収】
公式サイト（QRコード）より
お申し込みください。

リネットジャパンリサイクル株式会社　【環境省・経済産業省認定】
◆問合先　☎0570-085-800（受付時間　１０：００～１７：００）
　　　　　　call@renet.jp

左の写真が、小型家電回収ボックスだよ！

対象品目以外は、入れないでね！

�月�日 香�芝�清�掃 大�和�清�掃

６/１（水）
狐井�
（磯壁の一部を含む）

２（木）良福寺・鎌田

３（金）東良福寺

４（土）　 高・上中

６（月）東良福寺 今泉・平野・尼寺

�月�日 香�芝�清�掃 大�和�清�掃

６/７（火）別所・瓦口 下田（西・東）

８（水）五位堂
北今市・藤山・穴虫・畑・

逢坂

９（木）五位堂 関屋・田尻・穴虫
１０（金）五位堂
１３（月）畑・磯壁・本町
１４（火）下田（西・東）・五ヶ所

＊くみ取り便槽 ( 非水洗 ) 収集日程　令和４年６月分 ◆問合先　市役所市民衛生課　☎４４－３３０６

＊浄化槽清掃日程　令和４年６月分　（日曜日・祝日・休日は休み）

＊各日程については、作業状況により２～３日前後することがあります。
＊浄化槽は、浄化槽法第１０条で年１回以上の清掃が義務付けられています。
＊転入・転出されるとき、また公共下水道に切り替えられたときは、市民衛生課までご連絡ください。
＊清掃の作業内容や料金などについては、清掃業者へお問い合わせください。　◆香芝清掃　☎７６－６１０８　◆大和清掃　☎５２-３３７２

＊�作業時間の目安は、月～金曜日：８：００～１５：００、土曜日：８：００～１２：００です。作業状況により前後する場合があります。
＊�浄化槽清掃について、６月に汲みもれた世帯は、７月に予備の日を設けますので、７月１日（金）～７日（木）までに市民衛生課へ電話
でお申し込みください。（注意：予備日の受付件数には限りがあります。料金は一斉清掃時と同じですが、前年に清掃をされていない場
合はこの限りではありません。）

６月１５日（水）～２２日（水）　�[香芝清掃 ] 磯壁３・４・６丁目

６月２２日（水）～３０日（木）　�[香芝清掃 ] 五位堂３・４・６丁目

６月１０日（金）～２０日（月）　�[大和清掃 ] 北今市１・２丁目、高の一部（竹田川の南側）

６月２０日（月）～３０日（木）　�[大和清掃 ] 北今市３・４・５・６・７丁目（上中の一部を含む）

●コミュニティバス運休日（木曜シャトル便を除く）：毎週木曜日
●毎週木曜日に運行している木曜シャトル便運休日：無し
＊運行状況は市ホームページよりご確認ください。

16

第４９３号日月年令和４ ５ ６


